
 
令和 7 年 3 月３１日 

国土交通省関東地方整備局 
企画部 

港湾空港部 

知っていますか!?東京湾で進む気候変動と環境問題 
～関東地方整備局は「東京湾水環境再生計画」を推進します～ 

 
下水道の普及をはじめ様々な努力により東京湾の水質は着実に改善しています。しかしなが

ら、近年では気候変動による海水温の上昇や栄養塩類の偏在（富栄養化と貧栄養化）等により、
藻場（もば）※の減少・消失や江戸前の水産資源の減少など、多くの問題が顕在化しています。 

新たな「東京湾水環境再生計画」では、様々な問題に対応するため、「連携･協働」、「水質改
善」、「生物生息環境改善」、「クリーンアップ」、「モニタリング･情報発信」の 5 つのテーマに
ついて実施方針を定め、具体的施策に取組むこととしています。 

関東地方整備局は、「美しく豊かな東京湾」を次世代へ引継ぐため、水環境の再生･創出に向
けた施策を推進します。 

※海草･海藻などの群落 

《「東京湾水環境再生計画」は、関東地方整備局のホームページで公開します。》 

 
＜発表記者クラブ＞竹芝記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、横浜海事記者クラブ、 
神奈川建設記者会、千葉県政記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 
関東地方整備局 企画部 企画課 

電話：０４８－６０１－３１５１（代表） ＦＡＸ：０４８－６００－１３７２ 
企画部 企画課 課長補佐 高野（たかの） 内線：３１５５ 

関東地方整備局 港湾空港部（横浜庁舎） 
電話：０４５－２１１－７４０４     ＦＡＸ：０４５－２１１－０２０３ 
事業継続計画官       伊勢（いせ）  内線：５９４４ 
課長補佐          関野（せきの） 内線：５８９４ 

 

東京湾は今、海水温の上昇、夏季における赤潮･貧酸素水塊の常態化、海水中の栄養不足に
よる漁業への悪影響や磯焼け（海の砂漠化）など、様々な問題を抱えています。 
関東地方整備局は、「東京湾水環境再生計画」を 10 年ぶりに改定しました。新たな計画の

もとで、東京湾の水環境の再生･創出に向けた施策を推進します。 



東京湾大感謝祭

アマモ場の再生活動
（東京湾UMIプロジェクト）

東京湾クリーンアップ大作戦

水面清掃船

東京湾環境情報センターによる情報発信

あきしま水辺の楽校
聖蹟桜ヶ丘かわまちづくり

ブルーインフラの整備
（新本牧地区生物共生型護岸）

出典：横浜市港湾局
多自然川づくり（荒川下流部）

モニタリングデータを
リアルタイムで公表

マコガレイ産卵場の底質改善
（浚渫土の有効活用）

高度処理の推進

面源負荷対策
浚渫土を活用した深掘跡の埋戻し

清掃兼油回収船「べいくりん」
荒川クリーンエイド

「美しく豊かな東京湾」

をめざして

【東京湾水環境再生計画のURL】
https://www.ktr.mlit.go.jp/shihon/index00000015.html
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１．策定の経緯

「東京湾水環境再生計画」の位置付けと概要

月に策定された。関東地方整備局においても、東京湾の水環境の変化や社会的な要請を踏まえ、

○都市再生プロジェクト第三次決定（平成13年12月）に基づき“東京湾再生推進会議”が策定した「東京湾再生のための行動計画」（平成15年3月）を上位
計画とし、関東地方整備局が主体となって行う東京湾の水環境再生・創出施策について「東京湾水環境再生計画」（平成18年3月）を策定。

○第三期目となる「東京湾再生のための行動計画」が令和5年3月に策定された。関東地方整備局においても、東京湾の水環境の変化や社会的な要請を踏まえ、
概ね今後10年を目標期間とし「東京湾水環境再生計画」を改定。

東京湾再生のための行動計画 一期：平成15年3月～、二期：平成25年5月～、三期(現行)：令和5年3月～

東京湾水環境再生計画 一期：平成18年3月～、二期（現行）：平成27年4月～、 三期：令和7年3月改定

上位計画 【国】内閣府地方創生推進事務局、国土交通省（大臣官房、水管理・国土保全局、海事局、港湾局）、海上保安庁、農林水産省農村振興
局、林野庁森林整備部、水産庁（増殖推進部、漁港漁場整備部）、環境省（環境再生・資源循環局、水・大気環境局、自然環境局）

【自治体】埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,横浜市,川崎市,千葉市,さいたま市,横須賀市

東京湾再生

推進会議

２．改定計画の概要

（１）連携・協働

個別
プロジェクト

a)定常的な海洋環境データの収集・公表・蓄積
b)海洋環境の調査・モニタリング
c)河川環境の調査・モニタリング

a)多自然川づくりの推進
b)ブルーインフラの拡大
c)順応的管理による取組みの推進

a)一般海域及び河川での浮遊ゴミ・油回収
b)海岸清掃・河川敷清掃
c)ゴミ・自動車等の不法投棄対策
d)放置艇対策
e)プラスチックゴミ対策の推進

a)関係行政機関の連携による環境対策の推進
b)活動の輪の拡大に向けた取組みの推進
c)海辺の魅力を活かした取組みの推進
d)親しみやすい河川水辺づくりの推進
e)海との触れあいの場の開放と利活用の推進

a)下水道整備の推進と高度処理の積極導入による流入汚濁負荷対策
b)河川流域における汚濁負荷削減
c)浚渫・覆砂・深掘跡の埋戻しによる水質の改善
d)水環境の改善に向けた技術開発
e)豊かな海の実現に向けた検討

①

包

括

目

標

②実施方針 ③具体的施策 指標

評

価

指

標

（２）水質改善

（３）生物生息環境改善

（４）クリーンアップ

（５）モニタリング
・情報発信

プロジェクト

【計画書に記載】

本計画には「①包括目標」、「②実施方針」及び「③具体的施策」を記載。関係する個別のプロジェクトを立案・実施する際の指針として活用を行う。

東京湾再生推進会議が策定

関東地方整備局が策定
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